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農業委員会で審議された案件です

（上段：賃貸借・使用貸借 下段：売買・贈与 単位：件）

案 件 名 ４月 ５月 ６月 ７月 令和５年度計

農振法による農用地区域除外申請 ０ ０ ０ ０ ０

農地法第３条許可申請
０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０

農地法第４条許可申請 ０ ０ ０ ０ ０

農地法第５条許可申請
１ ０ ０ ０ １

０ １ ２ ０ ３

農用地利用集積計画の決定
０ ２ ３ ０ ５

１ ０ ０ ０ １

現況証明願 １ ２ ３ ３ ９

農地法第３条の３届出書 １ ０ ０ ０ １

農地法第１８条第６項合意解約通知書 ０ ０ ０ ０ ０

農業者年金に関する申請 ５ ０ ２ １ ８

各月のその他の案件

４月 ●農地所有適格法人の要件確認について
５月 ●「令和４年度推進委員等の最適化活動の点検・評価」、「令和４年度農業委員会の最適化活動の点

検・評価」及び「令和４年度農業委員会における事務の実施状況等」の決定について
６月 ●農地所有適格法人の要件確認について
７月 ●会長・会長職務代理者の互選について

●農地取裕適格法人の要件確認について
●農地流動化推進委員の委嘱について
●令和５年度玉葱作況調査について

登記の変更について

登記簿に記載されている情報が違っていた場合、売買する際などに手続きが遅れて

しまうことがあります。そのため、農地を相続した場合や住所・名前が変わった場合、

農地法第３条による売買をしたとき、現況証明書・その他証明(農地法第４・５条転

用許可証明書)を交付された場合は、できるだけ早めに滝川市にある札幌法務局瀧川

支局(滝川市緑町１丁目６－１)で手続きを行ってください。


